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１ 集中改革プランについて 
 
１－１ 趣旨 
 
  大府市集中改革プランは、行政改革における具体的な取組みを集中的に実施するため、可能

な限り目標の数値化や具体的な指標を用いて策定し、住民サービスの向上や業務の効率化等を

推進します。また、策定段階から広く市民に公表することで住民意見を反映し、説明責任を果

たす観点から、毎年度本計画の進捗状況を公表します。 
  また、策定にあたっては、庁内の作業部会で具体的な取組みについて検討し、市民の意見を

取り入れながら、幹部職員で構成する「大府市集中改革プラン推進委員会」において策定しま

した。 
 
１－２ 取組期間 
 
  本計画の取組期間は、平成１７年度から平成２１年度までの５年間とします。 
 
１－３ 取組事項 
 
  本計画で取組む事項は、以下のとおりです。また、取組期間中における社会経済状況の変化

等により、新たに取り入れるもの、方針を変更し継続するもの、廃止するもの等、取組方針に

ついて見直しを行い実施していくものとします。 
 
（１）民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む） 
 
（２）定員管理・給与の適正化等 
 
（３）事務事業の再編・整理、廃止・統合 
 
（４）経費節減等の財政効果 
 
（５）電子自治体の推進 
 
（６）その他 
 ① 土地開発公社の経営健全化 
 ② 地方公営企業の経営健全化 
③ 各種団体の見直し 

 
 
 
 


